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館林市教育委員会 

教育総務課総括係    

電話 0276-47-5164   

                  担当 岩瀬、荻野 

「館林市立学校適正規模・適正配置基本方針」の策定 

及び 本基本方針に係る説明会について 

 

 

 

本市では少子化に伴う児童生徒数の減少により、学校の小規模化が進んで

おり、一部の小学校では、クラス替えができない状況にあります。今後も、

小中学校の更なる小規模化が見込まれており、学習指導要領が目指す「主体

的・対話的で深い学び」の実現が困難になる可能性があるなど、教育条件の

悪化や教育課題が顕在化していきます。 

本基本方針は、こうした課題に対応し、子どもたちが多様な人々と協働し

ながら社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開く力を育むことができる

よう、より良い教育環境を確保し、質の高い教育を維持継続していくことを

目的としています。 

市教育委員会は、学識経験者、保護者や行政区の代表者、学校長等による

館林市立学校適正規模・適正配置審議会の答申（令和８年１月）を踏まえ、

パブリックコメント（令和８年２月）を経て、令和８年３月１９日に「館林

市立学校適正規模・適正配置基本方針」を策定しました。 

今後は本基本方針に基づき、保護者や地域の皆様のご理解とご協力を得な

がら、具体的な学校再編の検討を進めてまいります。 

なお、本基本方針に係る説明会については別紙のとおりとなります。 
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令和８年３月 

館林市教育委員会 
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館林市教育委員会では、館林市立学校適正規模・適正配置審議会やパブリックコメントなど、
皆様からお寄せいただいたご意見を踏まえ、未来を担う子どもたちの教育環境の充実に向けて、

「館林市立学校適正規模・適正配置基本方針」を策定しました。つきましては、公民館
などを会場に、同基本方針の内容に関する市民説明会を開催します。ぜひご参加ください。

【時間】 １９：００～２０：３０

▸ いずれも事前申し込みは不要です。

▸ 駐車台数に限りがありますので、徒歩や自転車、乗り合いでの来場にご協力ください。

▸ 開場・受付は開始時間の30分前からです。

▸ 会場内での写真や動画の撮影、録音はご遠慮ください。

▸ 当日は説明資料のみ配付します。基本方針は必要に応じて各自ご準備ください。

館林市教育部 学校適正配置推進室
（館林市教育委員会事務局）
TEL ▸ 0276-５５-４１３１（直通） Mail ▸ gakkoutekisei@city.tatebayashi.gunma.jp

【対象者】 どなたでも参加可能です。

期 日 会 場 時 間

５月３０日
（土）

文化会館
小ホール

１０：００
～１１：３０

基本方針、説明会の詳細は
こちらからご確認ください

お近くの公民館
または、文化会館
にお越しください。

日 程 会 場

中部公民館

５月２６日（火）

５月２８日（木）

５月２２日（金）

５月２０日（水）

城沼公民館

大島公民館

分福公民館

５月１８日（月） 渡瀬公民館

５月１４日（木）

５月１２日（火）

４月３０日（木）

４月２７日（月）

４月２３日（木）

４月２０日（月）

三野谷公民館

赤羽公民館

六郷公民館

郷谷公民館

多々良公民館

西公民館


